高齢者介護の場面における虐待の発生要因
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　高齢者への虐待という言葉を初めて耳にしたのは，4年前のことである。「児童虐待防止法」（平成12年）が制定された翌年で，公的機関での重点的な対応が周知され始めたころであった。その頃，虐待といえば児童の問題であり，高齢者に対しての課題であるとは思いもしなかった。しかし，高齢者においても，特に家庭あるいは施設において介護を受けている方に被害が生じやすくなっているという現状があることを知り，このテーマについて興味を持つこととなった。

　まず，虐待の定義について明らかにしよう。日本においては，高齢者への虐待に関する定義はまだ明確ではなく，アメリカでは「高齢アメリカ人法第144条」において，次のように定義されている。１「虐待とは，意図的な障害の講師，不条理な拘束・脅迫，または残酷な罰を与えることによって，身体的な傷・苦痛，または，精神的な苦痛を被害者にもたらす行為である。」また，アメリカ老人虐待センター他では，老人虐待の種類について，①身体的虐待，②性的虐待，③情緒的虐待・心理的虐待，④放任・放置，⑤金銭的・物質的搾取，⑥その他（自虐・自己放任など）の6つに分類している。２
では，なぜ虐待が起きるのだろうか。虐待というのは被害者と加害者との相互作用によって作られる関係性の状態の記述であり，虐待という状態がある日突然に唐突に生じるわけではない。3虐待という状況が生まれるに至る経緯があるはずである。
虐待にいたる要因としては，被害者側，介護を担う加害者側のそれぞれの心理的・社会的・身体的状況や対人関係などにくわえて，日本の社会構造の問題が被害者・加害者ともに大きな影響を与えている。今回は，後者の日本の社会構造という大きな環境要因について考察したい。
　日本では，伝統的な家制度があり，その存続のため，家族による高齢者介護が行われてきた。その中でも，高齢の親の介護を女性（嫁や娘）が担っている場合が多い。介護を女性の役割として考える，社会的・道徳的強制に基づく考え方が根強くある。だが，法制度についても，一般に最も夫の親の介護負担を背負うことの可能性が大きい「嫁」は，民法上の当然の扶養義務者ではないのである。それにもかかわらず，2000年に制定された「介護保険法」は，高齢者の自立と地域生活を掲げているものの，提供できるサービスの量に限界があり，「介護保険法」では家族介護を基本とし，それを補充する形で社会福祉サービスが位置づけられていると言えるだろう。
また，医療の飛躍的な進歩などにより，高齢者の介護期間が長期にわたるようになった。高齢者の身辺状況も寝たきりや認知症など高度の専門性を必要とする状況もあり，家族のみで長期間継続して高齢者の介護を行うことは，非常に家族への負担が大きく，困難となってきている。そのうえ，義父母の介護をする嫁など立場では，介護を行うことは自ら望んで選んだことではなく，強制的に行わされている，自分の人生を犠牲にしていると感じる人が多い。抑制された不満や介護に対する疲れなどから，虐待に至るというケースもある。4
つまり，虐待という状態に至る前に，まず問題とすべきなのは，介護問題を家族のもの，ひいては女性のものであるという捉え方をしている，一般的な社会的・道徳的強制が是正されるべきであるということである。そして，介護問題を家族の個人的な事情というように矮小化するのではなく，高齢化社会への対策として高齢者とその家族が安心して暮らせるように，国家が責任を持って社会福祉サービスを提供できるような法整備を行うべきであろう。
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